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1. 宴会場利用時間と追加料金 

1. 宴会場利用開始から終了までの契約時間(以下宴会時間と称します)は、所定の宴会場使用料金をお支払

いいただきます。宴会時間を超過した場合は時間に応じて追加料金を頂戴いたします。 

2. 宴会場での準備は 1 時間以内とさせていただきます。それ以前の利用には「会議追加料金」を適用さ

せていただきます。 

3. 食事での宴会時間は 2 時間を基本とさせていただきます。2 時間 30 分を超える場合の延長料金は「会

議追加料金」を適用させていただきます。 

4. 宴会時間は原則として午前 9 時より午後 10 時迄とさせていただきます。 

5. 午後 10 時以降の利用は「会議室料」の 50%を加算させていただきます。 

 

2. 有料人数の確認 

料理等を用意する人数(以下有料人数と称します)を宴会または催物(以下宴会等と称します)の開催日の 3

日前の正午までにホテルの担当係員 にご通知ください。それ以降は全て手配が完了いたしておりますの

で、宴会等の開催日に出席されたお客様の人数が有料人数より減少した場合 でも有料人数の料金を頂戴

いたします。  

 

3. 内金 

宴会等のご予約の時に内金をお支払いいただく場合がございます。内金の金額は宴会見積総額に基づい

てホテルより提示させていただきます。 

 

4. 前払金 

ホテルから提示いたしました見積金額を、期限を定めてお支払いいただく場合がございます。  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 取消料(日数はお申し込みの翌日から起算いたします) 

すでにご契約をいただいた宴会等を取消される場合には、下記により取消料を頂戴いたします。 

お申し込み日より開催日の 30 日前まで 宴会等の見積金額の 10%(サービス料、税金を除く) 

開催日の 29 日前から 15 日前まで 宴会等の見積金額の 20%(サービス料、税金を除く) 

開催日の 14 日前から 7 日前まで 宴会等の見積金額の 50%(サービス料、税金を除く) 

開催日の 6 日前より前日まで 宴会等の見積金額の 80%(サービス料、税金を除く) 

開催日当日 宴会等の見積額全額(サービス料、税金を除く) 

※以上期日までに印刷物等発注もしくは納品させていただいたものについては、実費ご請求させていた

だき、 

取消料の対象となる見積額からは差し引かせていただきます。 

 

6. 損害賠償 

お客様(お客様側の全ての関係者を含みます)およびお客様が直接ご依頼された業者の方々は、ホテルの施

設・什器備品等を破損したり、損傷しないよう充分にご注意ください。もし、施設・什器備品等に損傷損

害が発生した場合はその修理に関してホテルよりご指示申し上げますので、それ に合わせて速やかに修

理を行うか、またはその損害賠償金をご負担いただきます。  

 

7. 禁止事項 

1. 次に挙げる各項目につきましては禁止事項となっておりますのでご遠慮くださるようお願い申し上げ

ます。 

(1) 盲導犬等の介護目的の動物以外の犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類等の持ち込み。 

(2) 発火または引火性の物品など危険物の持ち込み。 

(3) 悪臭を発するものの持ち込み。 

(4) とばく等風紀を乱す行為または他のお客様の迷惑になるような言動。 

(5) 備品等の移動。 

(6) ご予約時の使用目的以外のご使用。 

(7) その他法令で禁じられている行為。 

 

 

 

 

 



8. 解約 

ご宴会等をお申込みのお客様及びご宴会等にご出席のお客様が前項 1〜7 の規約に違反する場合、あるい

はそのおそれがある場合は、ご宴会 等を解約させていただくことがございますので、予めご了承くださ

い。また、ご請求させていただいた 3.内金、4.前払金が、指定の日までにご入金がされない場合、当社は、

ご宴会等のご予約を解約の上、お取消の場合に準じて算出した取消料相当額のご負担をご請求させてい

ただくこともあり ますので、ご了承ください。  

 

9. 反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること 

1、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者。 

2、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者。 

3、反社会的団体、反社会的団体員及ぴその関係者。 

4、暴行、傷害、脅迫、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。 

5、心身耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖

感、不安感を及ぼす恐れがある者。 

6、第 9 項の「その他の禁止事項」について、当ホテルより注意を受けて直ちにその行為をやめなかった

者。 

 

10. その他 

1、 お客様の怪我、疾病等の発生に伴う費用、忘れ物の発送に伴う費用が生じた場合にはその費用はお

客様にご負担いただきます。 

2、 施設内において、お客様側の管理下で発生した事故・盗難につきましてはホテルでは一切責任を負

いませんので十分にご注意ください。 

 


